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日程第７ 中新川広域行政事務組合議会議員の選挙 
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議案第33号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の

件 

議案第34号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件 

議案第35号 舟橋村職員の育児休業等に関する条例一部改正の件 

議案第36号 舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例一部改
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  午前１０時００分 開会 

 

開 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君）  ただいまの出席議員数は７人です。定足数に達していますので、

令和４年１２月舟橋村議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

○議長（前原英石君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

３番  加 藤 智惠子 君 

４番  田 村   馨 君 

を指名します。 

 

会 期 の 決 定 

○議長（前原英石君） 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの１３日間とし、審議終了までとした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２月２１日審議終了までとすることに決定しました。 

 

議 席 の 指 定 

○議長（前原英石君） 日程第３ 議席の指定を行います。 

本件については、去る１１月２７日執行の舟橋村議会議員補欠選挙において当選され

ました小杉知弘君の議席を指定するものであります。 

議席については、会議規則第４条第２項の規定により、議長において議席番号１番に

指定します。 
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常 任 委 員 会 委 員 の 選 任 

○議長（前原英石君） 日程第４ 常任委員会委員の選任を行います。 

ただいまのところ、総務教育常任委員会委員に１名、欠員が生じております。 

お諮りします。 

本件については、今回新たに当選されました小杉知弘君を、委員会条例第６条第２項

の規定により、議長において総務教育常任委員会委員に指名したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました小杉知弘君を総務教育常任委員会委員に選任すること

に決定しました。 

 

議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 選 任 

○議長（前原英石君） 日程第５ 議会運営委員会委員の選任を行います。 

ただいまのところ、議会運営委員会委員に１名、欠員が生じております。 

お諮りします。 

本件については、小杉知弘君を、委員会条例第６条第２項の規定により、議長におい

て議会運営委員会委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました小杉知弘君を議会運営委員会委員に選任することに決

定しました。 

 

議 会 広 報 特 別 委 員 会 委 員 の 選 任 

○議長（前原英石君） 日程第６ 議会広報特別委員会委員の選任を行います。 

ただいまのところ、議会広報特別委員会委員に１名、欠員が生じております。 

お諮りします。 

本件については、小杉知弘君を、委員会条例第６条第３項の規定により、議長におい

て議会広報特別委員会委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました小杉知弘君を議会広報特別委員会委員に選任すること

に決定しました。 

 

中新川広域行政事務組合議会議員の選挙 

○議長（前原英石君） 日程第７ 中新川広域行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

ただいまのところ、中新川広域行政事務組合議会議員に１名、欠員が生じているため

選挙を行うものであります。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選とした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決定しました。 

中新川広域行政事務組合議会議員に 

前 原 英 石 

を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました前原英石を中新川広域行政事務組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、前原英石が中新川広域行政事務組合議会議員に当選しました。 
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ただいま当選しました前原英石が議場におりますので、会議規則第３３条第２項の規

定により、本席から当選の告知をします。 

 

議案第３３号から議案第４１号まで 

○議長（前原英石君） 日程第８ 議案第３３号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件、議案第３４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改

正する条例制定の件、議案第３５号 舟橋村職員の育児休業等に関する条例一部改正の

件、議案第３６号 舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例一部改正

の件、議案第３７号 専決処分の承認を求める件、議案第３８号 令和４年度舟橋村一

般会計補正予算（第７号）、議案第３９号 令和４年度舟橋村国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）、議案第４０号 令和４年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）、議案第４１号 令和４年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）、以上９件を一括議題とします。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（前原英石君） 村長より提案理由の説明を求めます。 

村長 渡辺 光君。 

○村長（渡辺 光君） 本日、令和４年１２月舟橋村議会定例会を招集させていただきま

したところ、議会議員の皆様方には、年末師走のご多用の中ご出席を賜りまして、心よ

り感謝を申し上げます。 

あわせて、就任早々の時期に新型コロナウイルスに罹患し、本定例会の日程につきま

して、議員の皆様方にご迷惑をおかけしてしまいましたことをお詫び申し上げる次第で

ございます。 

さて、本定例会、私にとりまして初の議会となりますため、僭越ながら、冒頭に所信

の一端をお伝えさせていただきます。 

今般の舟橋村政につきましては、皆様もご承知のとおり、混迷の状態となっておりま

す。その状況の下、推挙されました私をはじめ議会議員の皆様方におかれましては、村

民の皆様より大きな期待と同時に大きな使命が託されている点においては、同じ立場で

あると考えております。 

しかしながら、議会と行政は二元代表制の下、是々非々の立場であるべきというのは
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もちろんのことではありますが、その両輪の足並みがそろって初めてこの舟橋村がよく

なる方向へ進んでいくものと考えております。 

したがって、議会議員の皆様方におかれましては、まずは冒頭に述べさせていただい

たとおり、混迷の舟橋村政からの脱却、光りかがやく舟橋村の再始動として、舟橋村村

民のみならず、富山県民の皆様、日本国民の皆様に、舟橋村がすばらしい村であるとご

周知いただけるよう、共に尽力いただけることを強くお願い申し上げます。 

さて、このたびの選挙において、政策の４本の柱を述べさせていただいておりました。

その全てはこの舟橋村が、光りかがやく村として２０年、３０年先、さらにその先へつ

ながっていくことのできる村であるために必要なことを掲げさせていただきました。 

「未来へと持続する村づくり」「子育てしたくなる村づくり」「高齢者にも安心な村

づくり」「公平で透明な役場づくり」。 

この４本の柱の一つ一つには、特定の分野の政策にとどまらず、様々な分野の政策を

複層的に取り組んで初めて実現される方向性のものがございます。 

これから先の行政課題の解決は、一つの問題に対して一つの分野のみでの解決では到

底難しく、多くの要因を重なり合わせて解決を図らなくてはならないという考えの下、

そのようにさせていただきました。 

その最たる例としては、待機児童の問題が挙げられると考えております。この問題に

ついても、受皿になる箱物を造れば解決という問題では決してございません。受皿とな

る箱物があったとして、そこで働いていただけるスタッフの問題もございます。 

もっと言うと、箱物を造っても、これから先の２０年、３０年の人口動態を考えたと

きに負の遺産となるリスクもあるのであれば、箱物を造ることに関しても有効的な利用

方法を見据えて建てる必要があります。 

もっとも行政側としては、舟橋村の人口動態をどのようにコントロールしていくのか

という観点でも、問題の解決に取り組んでいく必要があると考えております。 

このように、発生した問題の解消には、表面上の解決だけでは、未来へと持続する村

の実現は決してなし得ないと考えております。その発生した問題の根本的な原因を解消

する。そのような手法で舟橋村政を進めてまいりたいと考えております。 

このように、一つ一つの詳細な政策の方向性をひもとき、皆様方にお伝えするには多

くの時間を要することとなりますので、この場でつまびらかにさせていただくことは控

えさせていただきますが、今後議会議員の皆様方とは、なれ合いではなく、確かな信頼
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関係に基づいた人間関係を構築し、そして村民の皆様方とも同様に、顔を合わせ、声に

耳を傾け、思いを伝えるという姿勢で進めさせていただく所存でございます。 

まだまだ若輩者かつ未熟者ではありますが、だからこその柔軟な発想と取り組み方で

邁進させていただきますので、皆様方にはご指導、ご鞭撻にとどまることなく、ささい

な、たわいもないコミュケーションも賜りますことをお願い申し上げます。 

それでは、本日提案しております案件についてご説明申し上げます。 

議案第３３号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件

につきましては、富山県人事委員会勧告に基づく県の給与改正条例を準拠して所要の改

正を行うため制定するものであります。 

議案第３４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件につき

ましては、地方公務員法が改正され、職員の定年年齢が段階的に引き上げられることに

伴い、所要の改正を行うため制定するものであります。 

議案第３５号 舟橋村職員の育児休業等に関する条例一部改正の件につきましては、

職員の定年年齢が引き上げられることに伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第３６号 舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例一部改正

の件につきましては、統計調査員の報酬を規定するため、所要の改正を行うものであり

ます。 

議案第３７号 専決処分の承認を求める件につきましては、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき予算案件１件を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に基

づき報告し、承認を求めるものであります。 

議案第３８号 令和４年度舟橋村一般会計補正予算（第７号）につきましては、既定

の歳入歳出予算から歳入歳出それぞれ１，２１５万１，０００円を追加し、予算の総額

を１９億８，２６４万３，０００円とするものであります。 

今回の補正の主なものは、来年４月に執行予定の県議会議員選挙の準備に係る費用６

０万円、育児休業延長補助金２４８万円、保育所等光熱費・食材費高騰対策補助金１０

０万円、認定こども園整備費補助金４４４万４，０００円、村道竹内中央線及び村道古

海老江鉾ノ木線道路改良に伴う物件調査保証金算定に係る費用５５４万８，０００円等

であります。 

これに要する財源といたしましては、国庫支出金１，１１７万４，０００円、県支出

金８７万９，０００円及び予備費９６２万円を充当するものであります。 



 －９－ 

議案第３９号 令和４年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ４４万円を追加し、予算の総額を

１億７，６３１万５，０００円とするものであります。 

今回の補正は、結核・精神に係る特別調整交付金申請支援サービス委託料であります。 

これに要する財源といたしましては、県支出金を充当するものであります。 

議案第４０号 令和４年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ３４２万８，０００円を追加し、予算

の総額を９，７６０万７，０００円とするものであります。 

今回の補正は、消費税及び地方消費税の納付に係る費用であります。 

これに要する財源といたしましては、水道使用料を充当しております。 

議案第４１号 令和４年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ１，００７万１，０００円を追

加し、予算の総額を７，２１５万４，０００円とするものであります。 

今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金７万２，０００円及び予備費９９９万

９，０００円であります。 

これに要する財源といたしましては、雑入４４０万４，０００円及び前年度繰越金５

６３万１，０００円を充当するものであります。 

以上、提案いたしました案件につきまして提案理由の説明を申し上げましたが、何と

ぞ慎重審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（前原英石君） 提案理由の説明が終わりました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１９分 休憩 

〔休憩中に全員協議会を開催〕 

午前１１時３７分 再開 

 

○議長（前原英石君） ただいまの出席議員数は７人です。定足数に達しておりますので、

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議 案 第 ３ ３ 号 の 先 議 
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○議長（前原英石君） お諮りいたします。 

ただいま上程しております議案中、議案第３３号 舟橋村の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例制定の件について先議いたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

 

（質  疑） 

○議長（前原英石君） これより、本件に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 

（討  論） 

○議長（前原英石君） お諮りいたします。 

本件については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略し、討論に

入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 

（採  決） 

○議長（前原英石君） これより採決いたします。 

  議案第３３号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件に

ついて、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（前原英石君） 起立全員であります。 
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よって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

 

散 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

 

午前１１時４０分 散会 

 


